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北海道における再エネ拡大の取組みについて

資料４



本日のご説明内容
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Ⅰ.北海道における再エネ拡大の取組み

Ⅱ.系統側蓄電池による募集プロセスⅠ期残容量の扱い

2012年7月の固定価格買取制度開始以降、太陽光発電を中心に再エネの導入量が急
速に拡大してきたことから、電力の品質に影響を及ぼすことのないよう、国の議論
も踏まえた技術的な検証を行いながら、再エネ拡大に取組んできた経緯をご説明い
たします。

系統側に蓄電池を設置し、その費用を共同負担することを前提に風力発電を募集す
る「系統側蓄電池による募集プロセス」を2017年4月から進めており、Ⅰ期募集に
おける課題およびⅠ期残容量（43.8万kW）の募集に向けた検討状況をご報告いたし
ます。



【Ⅰ．北海道における再エネ拡大の取組み】
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北海道系統の特徴

●北海道の系統規模は、他のエリアと比べて小容量です。
●北海道と本州とは、60万kWの北本連系設備と30万kWの新北本連系設備で連系
されています。（計画中の新々北本を含めると合計120万kW）

●このため、他のエリアと比べて、風力・太陽光発電の出力変動が系統周波数
に与える影響は、相対的に大きくなります。

●近年、この影響により、系統周波数が調整目標（50±0.3Hz）の限界に達する
事例が発生しております。

：直流連系

：交流連系

【凡例】

北海道

東北

東京

中部

北陸

関西

四国

中国

九州

北本連系設備（他社設備：60万kW）
新北本連系設備（弊社設備：30万kW）

北海道 350万kW程度

東日本 4,200万kW程度
⇒北海道の約12倍

西日本 5,500万kW程度
⇒北海道の約16倍

《系統規模（平均電力※）》

※2019年度実績

50Hz60Hz

北海道における風力・太陽光発電
接続・申込状況（2020年11月末現在）
接続済 ２４９万kW
受付済未連系 １９１万kW
合計 ４４０万kW 4



【参考】系統周波数が調整目標限界に達した事例
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2016年10月14日
第8回系統WG資料3抜粋

●北海道系統では、周波数を50±0.3Hz内に維持するための調整力が限界に達しており、更
なる再エネ拡大のための各種対応策に取組んでおります。

需要増と太陽
光発電の急減
が重畳

火力・水力発
電が出力増加

京極水力発電
が出力増加す
るまでの間、
49.7Hzに低下



北海道における再エネ拡大の取組み

対策① 調整火力３台以下時に解列する条件付で募集 （＋５万kW）：風力

対策② 地域間連系線活用による風力発電の実証枠募集（＋２０万kW)：風力

対策③ サイト蓄電池等による出力変動緩和対策：風力・太陽光

対策④ 系統側蓄電池による募集プロセス：風力

Ⅰ期（＋60万kW（16.2万kW確定済み））、Ⅱ期（＋40万kW（Ⅰ期検証による）)

FIT開始 広域機関発足
費用負担GL公表

FIT改正ESCJ発足

原因者負担の原則 受益者負担の原則

先着優先廃止
FIP・各種市場議論

費用負担の考え方 ⇒ 6

●弊社は、再エネの増加に対して、電力品質に影響が生じぬよう、接続可能量を
評価しながら、段階的に導入拡大を進めてきました。
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31+5万kW

36+20万kW

風力発電導入実績

風力接続可能量

（年度）
受付済

NEDO「風力発電電力系統安

定化等調査」の手法に基づき

評価

「風力発電系統連系対策小委

員会」の手法に基づき評価
56+60万kW
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北海道における再エネ拡大の取組み

●対策①：調整火力３台以下時に解列する条件付で募集 （＋５万kW）

●対策②：地域間連系線活用による風力発電の実証枠募集（＋２０万kW)

➢ 地域間連系線を活用し、緩やかに変化する大きな出力変動（30分より長い周
期）は東京電力パワーグリッド殿の調整力を利用し、短時間の小刻みな出力変
動（30分より短い周期）は北海道内の調整力を利用する実証試験に参加いただ
く風力発電の募集を、2011年9月に公表しました。

➢ 2017年8月に実施案件が全て確定し、実証試験では、電力系統への影響のほか、
地域間連系線の利用に与える影響、風力発電の出力予測精度、風力発電出力制
御技術の検証などを進めております。

➢ 接続可能量は、調整火力が少ない断面（３台）において評価しています。
➢ このため、調整火力が４台以上の時間帯での運転を希望する風力発電の募集

を、2006年1月に公表しました。



●対策③：サイト蓄電池等による出力変動緩和対策
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➢ 弊社は国の「大型蓄電システム緊急実証事業」に参画し、弊社の基幹系変電所
に大型蓄電池（系統蓄電池）を設置し、再エネ出力変動に対する新たな調整力
としての性能実証および最適な制御技術を確立することを目的として、2019年
1月まで実証試験を行いました。

➢ さらなる再エネ拡大を進めるためには、当該実証試験や対策②の検証が必要で
すが、検証には一定の時間を要することから、早期に系統連系を希望する事業
者様のニーズにお応えできるよう、各発電所側でサイト蓄電池等による出力変
動緩和対策を実施いただくための技術要件を定め、2016年4月に公表いたしま
した。

➢ この技術要件は、北海道内の調整電源が風力・太陽光発電の出力変動に追従で
きるよう、蓄電池等にて発電所出力の変動を緩和していただくものとなります。

北海道における再エネ拡大の取組み



サイト蓄電池等による出力変動緩和対策（技術要件）の概要
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【短周期変動対策】

●火力発電機の比較的緩やかな出力
調整でも追従できる出力変化速度
まで緩和（短周期変動対策）

●各時間帯の需要変化に合わせ、出
力変動を制限（長周期変動対策）

●各発電所にて設備容量に応じた対
策を実施

【長周期変動対策（風力のみ）】



●対策④：系統側蓄電池による募集プロセス
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北海道における再エネ拡大の取組み

➢ 最終的な優先系統連系希望者は15件16.2万kWとなり、2022年度内の運転開始に
向け、蓄電池設置工事等を進めております。

➢ Ⅰ期残容量43.8万kWについては、早期募集開始に向け検討を進めております。
（本資料のⅡ項でご説明いたします）

➢ Ⅱ期については、Ⅰ期の蓄電池導入後、1年程度の運転実績を検証し、募集量
等を検討する予定です。

➢ 弊社は、系統側蓄電池を設置し、設置した系統側蓄電池に係る費用を共同負担す
ることを前提とした、系統側蓄電池による風力発電の募集について、第10回系統
WG（2017年3月7日）で報告し、2017年4月から受付を開始しました。
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【参考】系統側蓄電池による募集プロセスⅠ期募集の結果



【Ⅱ．系統側蓄電池による募集プロセスⅠ期残容量の扱い】
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●2020年7月16日の第26回系統WGにおいて、大規模風力発電の出力変動
への対応策として、系統側蓄電池プロセスⅠ期募集の残容量43.8万kW
を適用する方針案をご確認いただきました。
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経緯

2020年7月16日
第26回系統WG資料4抜粋



【参考】

2020年7月16日 第26回系統ＷＧ資料4 P11
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●系統側蓄電池プロセスは、蓄電池費用の共同負担を前提とし、連系希望者を募
集するスキームです。

●応募者がプロセス途中で辞退することにより、プロセスの進捗や他応募者に影
響を与えないよう、電力広域的運営推進機関が主宰する電源接続案件募集プロ
セスに倣い、募集要綱において、途中辞退による検討の繰り返しを抑止する
「保証金の入金」や、途中辞退による他事業者様への影響を回避する「工事費
負担金補償契約の締結」を考慮しておりました。

●しかし、以下の課題が顕在化したことから、Ⅰ期プロセスの残容量の募集を着
実に進めるうえで留意が必要と考えております。

Ⅰ期プロセス実施時の課題
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課題① 応募条件として連系開始時期を定めたことから、発電所の建設工事
や基幹系統の増強工事※等により当該条件を満たせない案件の途中
辞退が相次ぎ、募集枠60万kWを大幅に割込む結果となった。

課題② 優先系統連系希望者決定後の共同負担意思確認時に辞退者が発生し、
再接続検討による遅延が生じた。

課題③ 工事費負担金（蓄電池費用）の入金遅延により、蓄電池発注の遅延
が生じたことから、蓄電池の運転開始時期に遅れが生じる可能性が
あった。

※本年１/１３から空容量がない基幹系統を対象にノンファーム型接続の受付を開始し
ており、Ⅰ期プロセス残容量の募集においても適用されます。



対応策の検討状況
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●系統側蓄電池プロセスに御参加いただく全ての事業者様が、御希望に近い時期に
運転を開始できるよう、次のような対応策が考えられます。

課題①：蓄電池設置時期を発電所運転開始時期に合わせられるよう柔軟性を持たせる

⇒グループ化による設置時期の分割等（分割による費用上昇に留意）

●電力広域的運営推進機関が定める「電源接続案件一括検討プロセス」の手順を参
考に、多くの事業者様が参加でき、途中辞退や負担金入金遅延等による他の参加者
への影響を軽減する募集方法を検討しております。

課題②③：途中辞退による他事業者様への影響が生じないよう、負担金の支払いについて第
三者の支払保証書類等を求める※

※ 昨年10月に導入された「電源接続案件一括検討プロセス」において同様の措置を規定

電力広域的運営推進機関
「発電設備等に関する系統アクセスの流れ」抜粋



●弊社はこれまで、電力の品質に影響を及ぼすことのないよう、国の議
論も踏まえた技術的な検証を行いながら、再エネ拡大に取組んでまい
りました。

●本州に比べ系統規模が小さい北海道においては、風力・太陽光発電の
さらなる拡大を図るためには、蓄電池等による出力変動対策が必要と
なります。

●本日ご説明したⅠ期プロセスの課題のほか、全国大の各種議論状況等
を踏まえ、Ⅰ期プロセス残容量の扱いやⅡ期プロセスも含めた進め方
について、国や関係機関と相談しながら、更なる再エネ拡大のための
方策を検討してまいります。

まとめ
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【ご参考】
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出力変動緩和対策シミュレーションの概要
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2016年10月14日
第8回系統WG資料3抜粋



出力変動緩和対策シミュレーションの概要
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2016年10月14日
第8回系統WG資料3抜粋



課題① 蓄電池の運開時期と発電所の運開時期が合わず途中辞退が相次ぎ、募集容
量60万kWを大幅に割込む結果となった。

⚫ 蓄電池プロセスⅠ期60万kWに対し，119件・250万kWの接続検討申込があり，うちⅠ期の応募条
件(2022年度運転開始までに増強工事等が完了し連系可能)を満たす49件69.5万kW（意思表明
書受領）のプロジェクトをⅠ期の対象として募集開始。

⚫ しかし，Ⅰ期の応募は31件21.3万kWに留まり，11件45万kWについては応募条件を満たせない
（環境アセス未着手により2022年度までの運転開始不可 等）との理由からサイト蓄電池への移行を
表明。（残りの7件3.2万kWは辞退。辞退理由：事業性判断による辞退 等）

⚫ また、系統側蓄電池は共同負担のため、特定の事業者様のアクセス線工事が完了しても、蓄電池設置
まで連系することができない。そのため、単独でサイト蓄電池設置による早期接続を志向し、Ⅰ期から移
行を表明する事業者様が発生。結果的にプロセス完了時の事業者様は15件16.2万kWとなりました。

119件

49件

250

16.2

募集容量
６０万kW

①
接続検討
申込

②
意思表明
書提出

⑥
プロセス
完了

申込容量（万kW） 申込数（件）

16.2

69.5

③
応募
申込

④
１次
保証金

⑤
２次
保証金

31件

16件 15件 15件

16.7

21.3

募集容量である60万kWを下回ったことから
入札は実施せず

① ② ④③ ⑤ ⑥

蓄電池プロセスⅠ期フロー

Ⅰ期プロセスで顕在化した課題

［万kW］
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⚫ Ⅰ期プロセスは，蓄電池に係る費用を優先系統連系希望者にて共同負担とすることを前提としております。

⚫ 公募条件である2022年度に系統連系し，運転開始するためには、全ての優先連系希望者に期日までに蓄電池費
用（負担金）をお支払いいただく必要があります。しかし，５件（３社）において期日迄に支払われず、蓄電池設置
時期遅延となる虞がありました。

⚫ その後，３ヶ月後に入金が整い，蓄電池を発注することとなりました。

⚫ 当該事例のように共同負担においては，負担金を入金しない事業者様が発生した場合，系統側蓄電池を発注でき
ず，設置時期の遅延やプロセスの不成立に繋がり、他の風力事業者様や蓄電池メーカーに多大な影響が生じるリスク
があることが明確となりました。

課題② 案件確定後に辞退者が発生し、再検討による遅延が生じた。

⚫ 共同負担意思確認の結果，工事費負担金の負担意思がない優先連系希望者が発生。このため，当該優先系統
連系希望者を除外した上で，再度，再接続検討（２回目）および一律負担金の再設定を実施したため、プロセス
の遅延（１ヵ月）が発生しました。

蓄電池プロセスⅠ期フロー

辞退者発生による再度の再接続検討実施に
伴いプロセス遅延

課題③ 工事費負担金（蓄電池費用）の入金が遅延し、蓄電池発注の遅延が生じた。

蓄電池費用
入金遅延

蓄電池
発注遅延

Ⅰ期プロセスで顕在化した課題
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保証金・工事費負担金補償契約に関する補足
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＜保証金について＞

●保証金は、プロセス途中の辞退による接続検討の繰り返しや、プロセス離脱の連
鎖・不成立を防止することを目的としています。

●Ⅰ期プロセスの保証金は、次のとおり、事業者様の責によらない事由による辞退
の場合は返還の対象としています。

➢ 再接続検討の回答における工事費負担金（入札額を除く。）が，接続検討の回答におけ
る提示額を超過することにより辞退した場合。

➢ 再接続検討の回答における所要工期が，接続検討の回答における工期を超過することを
理由に辞退した場合。

➢ 天災地変，戦争，暴動，内乱その他不可抗力によってⅠ期蓄電池プロセスを辞退せざる
を得なくなった場合。

＜工事費負担金補償契約について＞

●工事費負担金補償契約は、接続契約申込みを行った事業者様が辞退する場合にお
いても、当該事業者様が負担する予定であった共用設備の工事費負担金をお支払
いいただくこと等を約しています。

●当該契約により、一部の事業者様が辞退した場合においても共用設備の工事が実
施可能となることで、他の事業者様の不利益発生を回避しております。


